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第15回厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会資料   



食育基本法の成立について  

1．審議状況   

平成16年3月   

平成17年4月15日  

4月19日  

6月 9日  

6月10日  

6月17日  

第159回国会へ法案提出  

（衆）内閣委員会採決  

（衆）本会議可決  

（参）内閣委員会質疑、採決  

（参）本会議採決   

公布  

2．法の概要  

食育：一人一人が食についての意識を高め、適切な判断を行うことにより健全  

な食生活を実現し、心身の健康の増進と豊かな人間形成を図ること。   

第1 総則（目的、国、地方公共団体、教育関係者、食品関係事業者等の責  

務、年次報告等）  

第2 食育推進基本計画等  

第3 基本的施策  

第4 食育推進会議等（総理大臣が会長、食育担当大臣の設置）  

3．厚生労働省の施策との関係   

○健康づくり、生活習慣病予防の観点  

・地域における栄養・食生活に関する知識の普及啓発  

・管理栄養士等による栄養指導  

・食生活改善推進員等のボランティア活動   

○母子保健の観点  

・食を楽しむ機会の提供  

・栄養管理に関する知識の普及、情報提供  

・妊産婦に対する栄養指導、乳幼児をはじめとする子どもを対象とする発達  

段階に応じた栄養指導   

○食品安全の観点  

・食品の安全に関する知識の普及、適切な情報提供等  

4．その他  

施行日：平成17年7月15日  

事務局：内閣府に設置。   














